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第４　事業計画

４－１　施工計画

４－１－１　施工方針

（１）　工事実施手続き

本プロジェクトの実施には日本国関係機関の検討と日本国政府の閣議決定が必要であり、プロジ

ェクトは、日本国政府閣議決定の後に両国政府の間で事業実施に係る交換公文 E/N を締結し、そ

の後に実施に移される。

事業は、中国側実施機関と日本法人のコンサルタント、植林施工業者が日本国の無償資金協力

の制度に従って契約し、その契約に基づいて実施する。

中国側実施機関とコンサルタント、及び、中国側実施機関と植林施工業者との契約はそれぞれ日

本国政府の認証を必要とする。

（２）　施工体制

　第３章の３－２－７のとおりである。

（３）　保全林造成の手順

　図4 -１「 主要作業の工程」に示すとおりである。
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　図４－１　「主要作業の工程」
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４－１－２　施工上の留意事項

（１）　施工一般

作業全般に関し以下の事項に留意して実施する。

　　① 分散している事業団地への対応

本プロジェクトの事業地は、県市の 7 カ所の団地に分散している。また、事業は各団地で同時

に開始するよう計画している。事業実施の前提となる条件は団地毎に異なっている。このため、特

に施工初期の段階に現場毎の施工体制を迅速に確立し、一連の作業を適切、円滑に実施するこ

とが重要である。

　　②季節的な労働者の大量雇用

本プロジェクトでは工期を通じ、季節的に大量の労働者を雇用する。このため、季節別に工種毎

に必要な労働者数を確保するよう事前に準備すること、また、中国労働法を遵守した作業が実

施出来るように雇用計画を作成する必要がある。

（２）　植　林

　　①　植林技術原則の遵守

植林技術面において、特に次のことを厳正に行う必要がある。

　　　　A 各工種の適期作業の実施

　　　　B 健全な苗木の供給と適切な苗木の取り扱い

　　　　C 予期される一定の枯損に対する確実な補植の実施

　　②　不可抗力による森林被害

森林を構成する林木そのものは生物であるため、気候、病害虫等不確定な要素によってその生存、

生育が左右される。本プロジェクトでは、異常な乾燥、山火事、病虫害の発生等の不可抗力による森

林被害に対して、工事実施期間内は日本側が可能な範囲で補植により被害の回復を図る。
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　   しかし、日本側が負担できない規模の被害及び検査引き渡し後に発生した被害の回復に関しては

中国側が負担して、保全林建設を完成させるものとする。

　　③植　栽

　 　　 植栽に関しては、以下の項目に留意する必要がある。

  　　A　春の植栽時期

春の成長開始温度になれば、速やかに植栽を開始し、1カ月間で植栽を完了させる必要がある。

このため、綿密な計画を作成し実行準備をする必要がある。

また、成長開始時期は年により変動するため、実際の施工開始時期の判断は慎重に行う必要

がある。

     B　季節的な労働者の大量雇用

植栽作業はほとんど全てが人力により行われる短期集中作業である。本プロジェクトの工種の

なかで、最も多くの労働者を短期間に雇用しなければならない。このため、綿密な雇用計画を作成

し、円滑な作業の進行を図る必要がある。特に、植栽時期には、対象となる団地周辺の住民だけで

必要数の労働を雇用するのは困難である。

このため、遠隔地 10km 以遠の労働者も確保することが必要になることに留意する。

  　 C　　苗木の品質管理

苗木の品質は植栽後の樹木の生存・成長に大きな影響を与える。

このため、苗木の育成段階から、苗木育成販売事業者に対し品質管理について十分な指導を

行うことが重要である。

また、苗木輸送時の苗木損失の軽減および品質の維持を図るとともに、苗木仮植場への搬入

後においても長期間放置されることがないよう、苗木の運搬計画を入念に作成する。
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  　 D　植栽に係る検査と植栽木枯損の施工責任

本プロジェクトでは、植栽中及び植栽直後に植栽が仕様どおりに実施されたかどうか、また、植栽

面積等植栽に係る検査・確認を行う。また、植栽年の 9 月に生存率検査を実施し、枯損の発生率に

より翌年春の補植計画を作成する。適正な苗木が使用されており、植栽作業が仕様どおりに実施さ

れている場合には、その後に枯損が発生した場合においても工事請負業者の施工責任を問わない。

（３）　施設・仮設工作物

施設・仮設工作物に共通して以下の事項に留意する必要がある。

   ①　中国側負担事業

事業対象地入り口までのアクセス道路及び霊武市対象地の対象地入り口までの送電線工事に

ついては、日本側工事開始前に完了する。

   ②　施工に必要な資材の手配

資材の総ては現地調達が可能であるが、この中には土石、藁、コンクリート柱等大量に必要となる

資材が含まれている。また、藁は季節的に生産されるものである。このため、早めに発注し、良質の資

材を安定的に確保できるよう準備する必要がある。

    ③　施工用機材

現地には建設工事用機材は数としては沢山あるが、概して古く信頼性に欠けるものも含まれて

いる。このため、現地の機械類を利用する場合は、機械の能力確認や運転安全管理に十分注意す

る必要がある。

    ④  2年目春の植栽工事の開始に不可欠な林道及び霊武市対象地の補水用施設

林道は植林事業の実施に当たり、最初に必要となる基幹的施設である。特に、工事開始後 翌

年春までの工事期間は相対的に短いが、確実に完成させなければいけない。また、霊武市対象地
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の井戸掘削、ポンプ据え付け、送水管設置等工事も植栽に不可欠なものであることは同様である。

このため、特に入念な計画を作成し効率的かつ的確な施工を行う事が必要である。

４－１－３　施工区分

日本側と中国側の工事実施に係る負担・施工区分については、工事着手前準備事項、本体工事中、工

事終了後毎に次のとおりである。

（１）工事着手前の実施事項

　工事着手前には、次の表4 - 1「工事着前作業と施工分担」に示す作業が必要である。

  （２）工事実施期間中の実施事項

　 ①　植林工事（植栽）

A 植栽に係る工事は、本プロジェクトの主作業であるため､日本側施工負担区分とする。これには、

対象地の苗木・藁など植林用資材の購入、植栽など治砂固定作業の実施を含む。なお、植栽に

は工事期間内の補植作業工事を含む。

B 中国側の負担事項は作業実施後の検査・検収時の立ち会いとする。

　 ②　植栽木の保育・保護

　　表４－１　工事着手前作業と施工分担
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植栽木の保育・保護作業には防火対策、病虫獣害対策、家畜の林内放牧の防止、植栽木への人為

被害の防止などがある。

A　　日本側は、防火対策、家畜の林内放牧の防止、植栽木への人為被害の防止のために工事期間中

にのみ次の措置をとる。

　　・植林地周囲に防護柵を設置する。

　　・獣害対策を実施する。

・中国側の配置する護林員のための護林員詰所、監視所を建設するほか、林内巡視用のモーターバ

イク、携帯用無線機を調達する。また、中国側の住民に対する植林地保護のための普及・宣伝など

のために普及宣伝用ミニバスを供与する。

・この他、日本側は事業期間中の事業用資機材及び事業地の保全のために独自に監視員を配置する。

B　　中国側は、工事期間中も護林員を配置し植林地の保全等に当たる他、森林警察に係る事務につい

て責任を負い中国側負担で実施する。植林地保護のための普及・宣伝に責任を持って、中国側負

担で実施する。普及宣伝には、当面の植林事業地の保護のための宣伝の他、本プロジェクトの技術

体系を記録し、その記録を地域住民に普及し、保全林造成の推進に資することを目的とする。この

実施は、寧夏林業庁が実施する。

 ③　施設建設事業

林道、護林員詰所、補水用井戸・給水施設、防護柵、監視所の建設, 地下水位観測井戸等を含

む。

　A 日本側は上記の建設及び工事期間中の経常の維持管理を実施する。

　B 中国側は、林道、護林員詰所、補水用井戸・給水施設、防護柵、監視所の引き渡し後の維持管

理について責任を持つ。また、中国側は対象地までのアクセス道路の改良工事、補水用井戸・ポ

ンプ施設に係る電力供給に関し、対象地までの電力線の建設に責任を持つ。
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 ④　仮設工作物建設事業

　給水用送水管等

　日本側の施工負担区分とする。工事期間中使用する。

（３） 植林工事の作業結果及び調達機材の引き渡し後の維持管理全般

引き渡し後の維持管理は、全て中国側が実施する。

（４）　施工区分一覧

本計画による日本国側と中国側の負担事項は、 表4-2「施工区分」に示すとおりである。
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表４－２　「施工区分」
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４－１－４　施工監理計画

（１）　基本方針

国際協力事業団は植林の計画作成に豊富な経験を有し、本業務を遂行し得る本邦法人コンサル

タントを推薦し、中国国家林業局が選定する。コンサルタントは、設計段階では本基本設計の主旨を

踏まえ、中国政府と協議して、植栽・保育計画、施設・仮設工作物、計画林道、防護柵、護林員詰所

など、及び、研修普及、資機材調達の詳細設計を行い、必要な入札図書の作成を行う。コンサルタント

は工事実施段階では植栽工事および各種工事の監理のため、施工監理技術者を派遣し、プロジェク

トの進行管理、品質管理及び施工業者の指導並びに必要な場合のプロジェクト関係委員会への報

告等及び関連官庁との連絡・調整を行う。また、ソフトコンポーネント活動として保全林管理指導を行

う。コンサルタントの具体的業務は以下の 表4 - ３「コンサルタント業務一覧」 とおりである。

　表４－３　コンサルタント業務一覧
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（２）　施工監理体制

本プロジェクトでは、2県1市箇所の計画対象地での植林、施設・仮設工作物及び機材調達である

林道、防護柵、護林員詰所などの品質、工程、安全等の管理を行う必要がある。これらの業務の内容

は施設・仮設工作物工事、植栽工事及び資機材の調達業務の類型に分けられ、それぞれ専門性を

有する。

この実施のための人員配置等については、３－５の実施体制で述べたとおりである。

４－１－５　資機材調達計画

本工事に必要な資機材は、工事後の維持管理の容易さを考慮し、品質や一定量の調達に支障がない

限り、優先的に中国内で調達する。中国内で調達する主な資機材は以下のとおりである。

（１）　中国内で生産されている一次製品

　　苗木、挿し木用穂木、草本種子、藁、黄土、砂利、水等

（２）　中国内で生産されている二次製品

　バケツ、テント・シート等植林作業用具

　セメント、コンクリート製品、鉄線、鉄骨、鉄筋、窓枠・ドア等木製品

　電線、電柱、配水用プラスチックパイプ・鉄管・継ぎ手、蛇口

　測量用メートル縄、ポール等

　パソコンセット等
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４－１－６　施工計画

（１）　施設計、施工・調達に必要な期間

日本政府と中国政府の間で交換公文(E/N)が締結された後に、実施設計、施工・調達が行われる。

このうち、コンサルタントの行う実施設計に必要な期間は、 4 カ月である。また、施工・調達に必要な期

間は、コンサルタントの行う入札事務の開始から最終検査・支払い・終了報告書の作成までは 42カ月、

施工業者の契約時点から植林工事・機材納入に必要な期間は 36カ月である。

（２）　施工計画作成に必要な植林工事の特異性の反映

  植林工事には、一般の土木・建築工事とは次のような点で大きな相違がある。

    A　植物の季節リズムを考慮した工事計画

植林工事は、樹木・草本類の植栽・播種・育成を目的とする工事であり、順調な生育を確保する

ためには、植物生理の季節的リズムを考慮して適期に工事を実施しなければならない。　特に、本工

事対象地は年間降雨量は平均200mmと植物の生育限界に近い地域にあるため、植物の季節的リ

ズムにあわせた植栽新植工事計画を作成すると同時に、植栽後の枯損を見込んで補植計画も組

み込む必要がある。

    B　大面積の植林のための林道建設

また、本植林工事は、大面積を対象に実施すること、対象地は草もほとんど生育していない流動

砂丘で覆われた地域であることから、植林工事のため現場内に林道の開設が必要である。

    C　植栽現場での植栽工事は人力施工

不整形の流動砂丘が工事対象地であり、機械施工が出来ないこと、また、若い苗木を植栽する

工事であるため人力施工が適している。このため、本体工事である植林工事の大部分は人海戦術

で実施する。
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（３）　主要工種の季節適性

　  A  林道建設

林道は、樹木、草本類の植栽・播種の適期実施のために動員される大量の労働力、苗木・藁など

の資材の円滑な輸送のために、これら作業に先行して開設・整備されていなければならない。林道

工事の主要工種は、路体造成のための切取と盛土でありコンクリート工事は皆無であること、切取

工事は固結していない流動砂丘が対象であることから林道工事が冬期間の凍結により中断される

ことはない。通年作業が可能である。

    B  植栽新植

植栽工事は、苗木を植栽、または、草本種子を播種する作業とそのための副作業からなる。植栽

にかかる作業は植栽・播種後の苗木の根系の発達・展葉、種子の発芽が可能な気象条件気温、雨

量となる植栽・生育適期に向けて組み立てられる。　対象地域の生育適期は、温度条件からは 3 月

から11月上旬までであり、無給水での植栽作業にとっては、3月下旬から4月が最適期であり、7～9

月がこれに次ぐ適期であり、10 月,11 月上旬は植栽は可能ではあるが通常の方法では適期とは言

えない。　3月～4月が最適期であるのは、樹木が冬季の休眠期から目覚め、水を吸い上げて展葉を

始める時期と根系の発達が始まる時期が同時であり、植栽時の葉からの蒸散と根からの水分吸収

のバランスがとれており植物体への負担が少ないためである。 7-9 月中旬までは、雨期であるが高

温の時期でもあり、また、苗木にとっては展葉し、成長している時期であり、植栽時の葉からの蒸散と

根からの水分吸収のバランスを崩さないような苗木管理、または給水の必要があるため植栽時期と

してはやや難しい時期である。10,11 月上旬は、植栽そのものは不可能ではないが、11 月の樹木の

生育が止まる時期までに一定程度の根系の発達を確保し越冬させるのが望ましいことからは、無給

水方式では適期とは言えない。このようなことから、本工事では、植栽工事については最適時期であ

る 3,4 月に実施するように計画する。
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    C 植栽補植

植栽適期の考え方は、植栽新植と同じである。ただし、工期に合わせ 4 年目に行う新植後には、

秋補植を実施して 9 月に検査し、中国側に引き渡す事とする。

    D 工事施工順序

工事施工順序に関し、以下では、主要工事である林道、植栽新植・補植について記述する。　植

栽適期は、春 3,4 月である。

このため、植栽工事に必要な林道は 1 年目開設分林道を先行して開設し、植栽１年目分の新植

を実施する。その後、植栽した苗木の活着率を調査し、翌年の春 3,4 月に補植を実施する。さらに必

要な場合は 6-9 月に補植を実施して 11 月までに工事を完了させる。この方法により 3 年で植栽工

事のサイクルを完了させる。　なお、一度に約 4,000ha の大面積の植栽工事を実施することは困難

なため、それぞれの団地毎に林道建設は 2 分割・植栽箇所は 3 分割して実施することとし、2 年目

には後半の植栽地のために林道開設工事から一連の作業を実施し、4 年目 11 月までに工事を完

了させる。

（４）　工期設定の基礎となる主要工種の工事 規 模

     A　林道建設

林道開設費及び林内の歩行による時間ロス・運搬に要する経費の合計値が最低となる適正林

道密度を決定した。適正林道密度と対象地の形状・地形・接近路・集落等を勘案し路線型を決

定した。この結果、幹線林道・支線林道を併せて約 60km 開設する。幅員規格は、トラック走行可

能な幅、基礎地盤が全て砂土であることからこれに対応できるよう路盤工を施工する。

     B　植栽

植栽対象面積は全体で 4,281ha(現時点では林道敷など造林除地を含む)で、2県・1市の7団

地に分かれている。団地当たりの平均面積は約600～800haである。工事期間内の植栽新植面積
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の年次割り振りは、1年目に林道工事が可能な工事延長の制約がある。

     C　補植

単年度毎の必要補植量は、その年の降雨量と降雨パターンにより変化する。このため、平均補

植率を適用し、実績等を勘案し、春及び秋に補植率を割り振っている。

（５）　計画稼働日数

       工程計画作成の基礎となる稼働日数は、年間 237 日である。

（６）　施工工期算定の考え方

主要作業である林道開設、植栽新植、補植作業を適期に実施する。本件では、初年度の林道開

設、各年度の植栽新植がクリティカルパスとなる。2年度目の新植、補植、及び、その他の付帯工事に

ついては特に問題ない。

林道開設、植栽新植に焦点をあてて、労務、機材の状況を勘案しながら工事の最適化を図れるよ

うに施工工期を算定する。　また、本件工事では施工箇所が 7 団地に分かれること、各団地の面積は

600～800ha のものが大部分であること、団地毎に集落との間の接近路が複数あることを施工工期算

定に反映させ、各年の工事区間を割り振る。

（７）　施工工期

以下では、主要工事である林道、植栽新植・補植関連工事のみ記述。

　　①　工期設定の前提となる仮定

1 年目の 5 月に本体工事に係る入札事務を開始する事を前提とする。入札事務契約までの期間

を6カ月と見込み、工事契約は10 月締結とする。契約から現場工事開始までのリードタイムを 1カ月

見込み現実の工事開始を 11 月からとする。

　　②　工事スケジュール

　　　A　2年目 3 月に始まる植栽工事までに 11 月から 3月までの工期の 1 年目開設分林道及び霊武補水
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用井戸掘削と配水施設等を建設

　　　B　2年目 3,4 月に植栽(新植)工事を実施

　　　C　2年目 4 月以降に 3年目 3 月に始まる植栽工事のための 2 年目林道工事を実施・完成

　　　D　3年目 3,4 月に新植及び補植を実施

　　　E　4年目 3,4 月に新植及び補植を実施

　　　F　4年目 8～9 月に補植を実施

　　　G　4年目 9 月に植栽地にかかる完成検査

　　　H 4年目 11 月に工事契約完了

（８）　総合工程表

以上のマクロな工程を基礎にその他の工事を加えた工事総合工程は、 表 4-4「総合工程表」のとお

りである。
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表４－４　「総合工程表」
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４－２　概算事業費

４－２－1　日本側負担

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に、全工期は実施設計を含め約 40カ月程度必要で

ある。実施に関わる総事業費は、合計で 16.72 億円と見積もられ、このいち日本側負担金額は概算で15.99

億円、工事期間中の中国側負担金額は概算で 0.73 億円となる。

日本側負担金額は、表 4 - 5　概算事業総括表のとおりである。

表４－５　概算事業費総括表
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４－２－２　中国側負担

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる総事業費のうち、工事期間中の中国政

府の負担金額は概算で 0.73 億円となる。

中国政府の工事期間中及工事実施後 15 年間の負担金額は、表4 -６ 「中国側経費負担総括表」のとお

りである。

（１）　中国側所要経費の主な事項

　　中国側所要経費の主な事項を時期別に見ると次のとおりである。

　　　①　工事開始前

　対象地までのアクセス道路及び霊武市の深井戸ポンプ用給電線工事

　　　②　工事期間中

調達機材を使用して行う普及、調査等活動のための旅費、日当、超過勤務手当、車輌燃料代等

保全林の保護管理のための護林員の配置等

　表４－６　中国側負担経費総括表
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　　　③　工事終了後

　　　　・保全林の保護活動

　　　　・研修普及宣伝・保全林管理

　　　　・林道、柵の補修

　　　　・保全林の間伐、枝おろし

具体的には、これらの実施のための、護林員の配置、普及、調査等活動のための旅費、超過勤務手当、

車輌燃料代等を含む。

（２）　積算の前提条件

これらの概算の積算基礎は次のとおり。

　　　①　積算時点　      　2000 年平成 12 年 12 月

　　　②　為替交換レート　　1USドル=108.16 日本円,　1 人民元=12.94 日本円

　　　③　施工期間

詳細設計及び入札事務、施工に分けて実施する。

施工の期間は表4 - 4  ｢総合工程表｣に示したとおりである。

　　④　中国側負担額の概算方法

　　  A　中国側の負担経費の内訳は、施工区分にある中国側負担分の主なものを概算した。概算経費であ

るので、適用単価、功程などは、常識的係数を適用している。

　　　Ｂ 人件費の概算に当たっては、旅費、日当、超過勤務手当のみ計算した。

経常的に支給される基本給、基本手当を含めていない。
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　　　C 工事期間終了後の維持管理経費は、 5年を 1 期として期分けして計上した。

　林産物販売収入が発生する可能性もあるが、不確かなため計上していない。

　　　D 機材類には一定の耐用年数がある。

　耐用年数を超えた場合の新規購入価額相当額は、車輌以外は計上していない。

    これらの、内訳を以下に示す。

　　⑤　　工期中の中国側の経費内訳

表 4 - 6  「中国側経費負担総括表」のとおりである。

　　⑥　　工事終了後15 年間の中国側経費内訳

　表4 - 6  「中国側経費負担総括表」のとおりである。

４－２－３　運営・維持管理費

（１）　運営・維持管理方針

日本国の無償資金協力終了後の保全林は、寧夏林業庁及び各該当林業局の森林の管理方式に

よって維持管理する。但し、次の点に留意する。

　① 保育管理作業の実施時期

保全林の機能を持続的に発揮していくのに必要な間伐、枝おろしなどの実施時期については、保全

林の成長などの試験調査結果を収集、分析して現地実態に即した適正な時期を検討し、実施する。

　② 住民との利害調整

保全林は、住民の生活する地域の社会経済の発展に寄与するものであるが、部分的には当初予想
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できない形で利害の調整が必要な場面がでてくる。円滑に住民の利害調整を実施することが重要で

ある。特に、草地資源としての価値、地下水位の低下と保全機能の調整を図るための情報収集を続け、

適切な方式を開発していく必要がある。

　③  モデル林としての活用

保全林は、治砂固定を推進していくためのモデル林として活用される。このため、保全林として機能

するように管理するだけでなく、事業の成果を集積、分析し、必要情報を発信できるようにしていかな

ければならない。また、研修普及の場として利用できるように配慮する。

（２）　運営・維持管理体制

保全林は、寧夏林業庁及び造成された保全林を含む地域の森林を管理する陶楽県、塩池県及び

霊武市の各県林業局が管理する。保全林管理に、地方行政組織・地元の民間組織の活用が有効な

場合には、積極的に活用する。

（３）　運営・維持管理経費

　　中国側の運営維持管理費は、 表4-6 「中国側経費負担総括表」のとおりである。
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第 ５ 章 プ ロ ジ ェ ク ト の 評 価 と 提 言                        

５－１　妥当性にかかる実証・検証および裨益効果

５－１－１ 妥当性にかかる実証・検証

本プロジェクトは、次の諸点から、一般無償資金協力（植林無償）による実施が妥当と考えられる。

（１）　 政策面から見た妥当性

　　①　上位計画への位置付けが明確であること

国家計画である生態林建設計画のうちの三北防護林建設計画に位置づけられている。

　　②　プロジェクトの効果発揮に対して緊急の要望があること

計画対象地周辺に、公共道路等施設、農牧地、地域住民の住宅等があり、常態的に風害、飛砂害、

流動砂丘による埋没被害を受けている。このため、保全林を造成し、飛砂害等の被害の軽減、若しくは

予防を行うことが重要かつ緊急の課題となっている。

③　地域住民の期待が大きい

基本設計調査で実施した社会経済調査結果では、保全林造成による環境改善効果を期待し、計

画の実施に賛成している。また、本計画では、施工時には地域住民に就労の機会を与えることが可能

である。

④　モデル性が高いこと

寧夏回族自治区は、中国の広大な砂漠化地域のほぼ中心部に位置し、三北防護林建設計画の本

部も設置されている。造成する保全林は、治沙緑化のためのモデル林として利用される。
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（2)　 実施面から見た妥当性

①　保全林造成の担い手となる地元施工業者がいること

寧夏回族自治区林業庁は、保全林造成を実施してきており、また、この実施を担う民間林業会社

も活動している。

②　土地の権利関係は整理済みであること

要請対象地は保全林造成計画対象地として既に登記済みである。

③　モデル林造成箇所としての技術的妥当性

対象地は 2 県 1 市の7 団地に分かれ、それぞれの計画対象地の地表面は全て流動砂丘で覆わ

れているが、自然環境条件は雨量、地下水位、地形が異なっている。このことから、完成したモデル林

は一定の自然条件範囲で多くの砂漠化地域に確実に適用出来る技術モデルを提示できる。モデル

林造成箇所として技術面から妥当な場所が選ばれていると言える。

④　必要な労働者数を確保できること

植林事業のうち、労働者数を最も多く必要とする作業種は、植栽作業である。必要な労働者数につ

いては、労働人口統計、現地聞取り調査から、その確保は可能と見込まれる。

⑤　必要な工事用機材・資材の調達が可能であること

林道、護林員詰所、防護柵など建設に要する工事用機材・資材は多種多規格にわたるが、現地で

調達が可能である。また、苗木、種子、藁等植林に必要な資材・作業道具についても、現地での調達

が容易である。

⑥ 中国側負担事項について必要な措置が取れること

中国側の予算、要員の現状から中国側の必要な負担事項については、十分対応が可能と判断で

きる。
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⑦　保全林の維持管理が可能であること

保全林の維持管理に必要な道路、護林員詰所、防護柵等施設及びモーターバイク等機材は、本

計画の無償資金協力で建設・調達され、護林員及び必要なランニングコストは中国側の現状予算規

模で対応できるように現実的に計画されており、維持管理は十分に可能と判断できる。また、雨の少

ない地域で樹木が過剰に地下水を利用すると共倒れする危険もあるため、保全林を適切に維持管

理していくためには適切に樹木の間引きをすることが必要となる。この間伐率、間伐時期の決定は、保

全林の日々の観察によっても可能であるが、より汎用性のある技術とするため研修普及宣伝（ソフトコ

ンポーネント）活動の一環として日中共同で試験調査地を設定し、計画期間後に林業庁が技術デー

タを得るように計画する。

５－１－２   プロジェクト実施により期待される効果

　本計画による4,281ha の保全林造成によって以下の直接的、間接的裨益効果が得られる。

(1) 直接的裨益効果

　　①　 流動砂丘の後背地に所在する農地、草地、家屋 、道路等公共財産の保全

植林により保全林帯が建設され、我が国海岸部に見られる飛砂防備保安林と同様の機能をもつ。

保全林帯は林内の風速を弱め、流動砂丘を固定し、移動しない砂丘にすることにより農地、草地、家

屋、道路などの埋没を防止する。また、高木林帯は林内外の風速を弱め植生の生育を助長する。保

全林帯による植物の生育促進等の防風効果は、一般的に風下側は樹高の 20 倍、風上側は樹高の

10 倍の距離の範囲に及ぶとされている。

　

　　② 保全林造成維持管理技術の向上に貢献

植林無償事業を通じて得られる植林技術情報を収集分析することにより、中国の砂漠化地域の植

林技術向上に資する科学的知見が集積する。また、環境保全に配慮した植林技術の向上が図られる。
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る。

　　

　　③ 保全林造成時の労働者の雇用

工事実施のために大量の地元労働者を雇用するため、住民の所得が向上する。

(2) 間接的裨益効果

　　① 　保全林のモデル効果

保全林は、モデル林として保全林造成の普及展示用に利用され、また、計画の実施を通じて集積

する植林技術情報は、黄河中流域の保全のための植林、及び、西部大開発の柱の一つである生態

環境林建設の砂漠化地域の保全林造成技術として広く活用される。

　　②  保全林管理に伴い発生する林産物の供給

保全林を適切に管理する過程で発生する間伐木、枝おろしによる枝等林産物が地元に供給され

る。

５－２　技術協力・他ドナーとの連携

　林業分野の公的資金による国際協力としてはドイツ KFW 及び JICAのみが協力活動を実施しているが、

いずれも2001 年3月までには事業を終了する。このため、直接的に連携するプロジェクトはない。このうち、

JICA-自治区「寧夏森林保護研究計画」は、2001 年 3 月で計画期間が終了するが、本計画でも採用して

いるポプラの虫害抵抗性に関し試験調査を実施してきているので、この成果の利用について検討する。

５－３　課題

5-1,5-2 で述べたように、本計画の実施は妥当であり、短期的、長期的効果が期待できる。しかしながら、

保全林を良好な状態で維持管理し、また、モデル林として有効に活用していくためには、すでに、上記 3-2-



194

6 の保全林の維持管理及び 3-4-9 研修普及宣伝(ソフトコンポーネント）の項で述べた次の課題が残され

ている。

　　①　本計画により造成された保全林を持続的に保護するための地元向け研修普及宣伝活動

保全林の機能を発揮するために持続的に管理経営していく主体は、林業庁及び保全林を所管す

る林業局である。森林の良好な管理のためには周辺住民の理解と協力が不可欠である。周辺住民

は、身をもって森林の有用性を理解し、森林づくりに参加するようになれば、官が管理する森林の管

理に協力する。地元向け研修普及宣伝活動はこの様な観点で林業庁によって実施されてきた。この

活動の進め方はさらに工夫して、地元住民を森林保全に参加できるように改善していく必要がある。

研修普及宣伝（ソフトコンポーネント）では、保全林周辺住民の植林技術の向上のために、わかり

やすい植林マニュアルを作成し、実際に指導することを試行する。この活動は一部の小数の農牧民

及び周辺の一部の学校を対象に林業庁と保全林管理指導コンサルタントが共同で行う。

林業庁は、計画期間内には他の計画対象地の周辺で、計画期間外には類似条件の他の砂漠化

地域で試行の内容を応用して幅広く教育普及宣伝活動を展開していくことが求められる。

また、森林保全造成にかかる研修普及宣伝活動のみならず、造成した森林の維持管理を通じて

生成される可能性のある副産物の利用段階で周辺住民が利益を得るような仕組みを検討していく

ことも林業庁の保全林管理の長期展望の中に位置づけておく必要がある。

　　② 地 元 向 け 及 び 広 域 的 な 研 修 普 及 宣 伝 活 動 の 展 開 に 必 要 な 基 礎 的 技 術 試 験 の 実 施 と 技 術

試験展示林の造成

保全林はモデル林としても位置づけられている。モデル林は、良好な森林として存在するだけでも

展示効果を持つ。存在する展示林を見ることにより、同様な自然・社会経済条件におかれている人々

は自分でもできることを確信する。人々が確信を実施に移すためには、技術・技能レベルの詳細情報

が必要である。

このため、モデル林造成の事業的経過と成果、失敗とその回復措置は詳細に記録され、不明な点
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は補足的な技術調査を実施し、また、技術調査の結果の長期観察、展示のための展示林を造成する

ことが、地元向け及び広域的な研修普及宣伝活動の展開に有効な情報を提供する上で不可欠であ

る。

　　　具体的には、次のような課題の実施が必要である。

　　a  詳細な記録は、日中双方が記録し、相互参照して印刷物として公開する。

　  ｂ　 また、技術調査のための設計・調査、展示林造成の設計・調査は林業庁と保全林管理指導コンサル

タントが共同で行い、造成は保全林造成事業の一環として行う。試験設計、調査結果は計画期間内

に取りまとめられ、印刷公表される。

   c  林業庁は、保全林管理指導コンサルタント不在時の調査をも分担し、計画期間終了後には単独で

調査を継続する。

　　③ 保全林がモデル林として機能するための技術情報及び保全林管理情報の整備

上記②のモデル林造成の事業的経過と成果、失敗とその回復措置の詳細な記録は、保全林造

成技術情報として整備される。保全林は、計画期間終了後も成長を続け、機能を発揮する。計画期

間終了後に行われる保全林管理は全て林業庁が実施する。

この段階では、保全林は微地形とほぼ対応した小班レベルの自然条件に対応した成長と間伐な

どの管理、地下水位の低下や保全林の周辺からの採草圧力に直面する。これらの状況も、砂漠化地

域での造林では不可避なものであり、適切に記録、分析され、保全林は適切に管理され、他の砂漠

化地域での保全林造成の参考に供されなければならない。これらの情報は、広大な保全林を面的に

管理するためのソフト面での実用的な手段・方法を必要とする。実用的な手段・方法は経常事業の

中で発生、記録される台帳形式の情報を地理情報と組み合わせることにより達成できる。

このため、具体的には次の課題を実施していく必要がある。

　a  林業庁は保全林管理指導コンサルタントと共同で保全林管理に必要な情報の抽出、台帳
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形式、情報のパソコン入力、地理情報との連結、地理情報と連結した必要情報の抽出方法

等を検討する。

  b  実施期間中の必要情報の入力、パソコンの管理運用は林業庁、計画対象地所管の林業局

が行うとともに、実施期間以降は、自主的に運用する。
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